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(57)【要約】
【課題】機器同士を無線回線で接続するための操作性を
向上させること。
【解決手段】携帯端末及び機器の少なくともいずれか一
方は、近距離無線通信に基づいて、前記携帯端末と前記
機器とが近接したかを判定する判定部を有し、前記携帯
端末は、前記判定部によって前記携帯端末と前記機器と
が近接したと判定された場合に、他の通信機器を介さず
に当該携帯端末に無線回線を介して接続するための情報
を前記近距離無線通信によって前記機器に送信する第１
の送信部を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末と機器とを含む通信システムであって、
　前記携帯端末及び前記機器の少なくともいずれか一方は、近距離無線通信に基づいて、
前記携帯端末と前記機器とが近接したかを判定する判定部を有し、
　前記携帯端末は、
　前記判定部によって前記携帯端末と前記機器とが近接したと判定された場合に、他の通
信機器を介さずに当該携帯端末に無線回線を介して接続するための情報を前記近距離無線
通信によって前記機器に送信する第１の送信部を有する、
ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記携帯端末は、前記機器が接続できないネットワークを介した通信を制御する通信制
御部を有し、
　前記通信制御部は、前記無線回線を介した前記ネットワークへの接続経路を前記機器へ
提供する、
ことを特徴とする請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　前記携帯端末は、前記通信制御部が前記ネットワークを介して受信したデータを前記無
線回線を介して前記機器へ送信する第２の送信部を有する、
ことを特徴とする請求項２記載の通信システム。
【請求項４】
　携帯端末であって
　近距離無線通信に基づいて、当該携帯端末と機器とが近接したかを判定する判定部と、
　前記判定部によって当該携帯端末と前記機器とが近接したと判定された場合に、他の通
信機器を介さずに当該携帯端末に無線回線を介して接続するための情報を前記近距離無線
通信によって前記機器に送信する送信部とを有する、
ことを特徴とする携帯端末。
【請求項５】
　携帯端末及び機器の少なくともいずれか一方が、近距離無線通信に基づいて、前記携帯
端末と前記機器とが近接したかを判定する判定手順を実行し、
　前記携帯端末が、前記判定手順において前記携帯端末と前記機器とが近接したと判定さ
れた場合に、他の通信機器を介さずに当該携帯端末に無線回線を介して接続するための情
報を前記近距離無線通信によって前記機器に送信する送信手順を実行する、
ことを特徴とする通信方法。
【請求項６】
　携帯端末に
　近距離無線通信に基づいて、当該携帯端末と機器とが近接したかを判定する判定手順と
、
　前記判定手順において当該携帯端末と前記機器とが近接したと判定された場合に、他の
通信機器を介さずに当該携帯端末に無線回線を介して接続するための情報を前記近距離無
線通信によって前記機器に送信する送信手順とを実行させる、
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、携帯端末、通信方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線回線での通信機能を有する機器同士を、ルータ等の他の通信機器を介さずに通信可
能とする技術（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ（登録商標））が有る。以下、当該技
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術を、便宜上、「ワイヤレスダイレクト」という。
【０００３】
　ワイヤレスダイレクトでは、一方の機器がアクセスポイント（親機）となり、他方の機
器がアクセスポイントへ接続する子機となる。親機のＳＳＩＤ及びパスワードが子機に対
して入力されると、親機と子機とがワイヤレスダイレクトによって接続され、無線通信が
可能となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　携帯端末等のように、ユーザによる文字列等の入力を支援するためのユーザインタフェ
ースを備える機器が子機であれば、ユーザは、容易に親機のＳＳＩＤ及びパスワードを子
機に入力することができる。
【０００５】
　しかしながら、上記のようなユーザインタフェースを備えない機器を子機としたい場合
も考えられる。この場合、ユーザがＳＳＩＤ及びパスワードを当該機器に対して直接的に
入力するのが困難であり、ユーザの作業負担が増加する可能性が高い。
【０００６】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、機器同士を無線回線で接続するた
めの操作性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで上記課題を解決するため、携帯端末及び機器の少なくともいずれか一方は、近距
離無線通信に基づいて、前記携帯端末と前記機器とが近接したかを判定する判定部を有し
、前記携帯端末は、前記判定部によって前記携帯端末と前記機器とが近接したと判定され
た場合に、他の通信機器を介さずに当該携帯端末に無線回線を介して接続するための情報
を前記近距離無線通信によって前記機器に送信する第１の送信部を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　機器同士を無線回線で接続するための操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態における通信システム１の構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における携帯端末１０のハードウェア構成例を示す図である
。
【図３】本発明の実施の形態における画像投影装置２０のハードウェア構成例を示す図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態における携帯端末１０の機能構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における画像投影装置２０の機能構成例を示す図である。
【図６】携帯端末１０の画面画像を画像投影装置２０に投影させるための処理手順の一例
を説明するためのシーケンス図である。
【図７】携帯端末１０に表示される画面の遷移例を示す図である。
【図８】接続情報の構成例を示す図である。
【図９】携帯端末１０と画像投影装置２０との間の無線ＬＡＮの切断時の処理手順の一例
を説明するためのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。図１は、本発明の実施の形態に
おける通信システム１の構成例を示す図である。図１において、通信システム１は、携帯
端末１０及び画像投影装置２０を含む。
【００１１】
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　携帯端末１０は、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）等の無線回線（無線ＬＡＮ）での通信機能を
有すると共に、移動体通信網を介してインターネットに接続可能な情報処理端末である。
例えば、スマートフォン、タブレット端末又はノートＰＣ（Personal Computer）等のよ
うに、文字列等の入力を支援するユーザインタフェースを備え、携帯が容易な装置又は機
器が携帯端末１０として利用されてもよい。本実施の形態において、携帯端末１０は、ワ
イヤレスダイレクトにおける親機（アクセスポイント）として機能する。本実施の形態に
おいて、ワイヤレスダイレクトとは、無線ＬＡＮでの通信機能を有する機器同士を、無線
ＬＡＮルータ等の他の通信機器を介さずに通信可能とする技術、又は当該技術による機器
同士の接続関係をいう。ワイヤレスダイレクトの一例として、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ
（登録商標）が挙げられる。
【００１２】
　画像投影装置２０は、画像データを投影するプロジェクタ等の機器である。本実施の形
態において、画像投影装置２０は、携帯端末１０とのワイヤレスダイレクトにおいて子機
となる。なお、画像投影装置２０は、ボタンやスイッチ等を有するが、ユーザによる文字
列等の入力を支援するためのユーザインタフェースを有さない。但し、画像投影装置２０
は、当該ユーザインタフェースを備えてもよい。
【００１３】
　本実施の形態では、携帯端末１０と画像投影装置２０とが近接すると、携帯端末１０が
自機のＳＳＩＤ、パスワード及びＩＰアドレスを含む接続情報を近距離無線通信を介して
画像投影装置２０へ送信する。画像投影装置２０は、当該接続情報に基づいて、携帯端末
１０にワイヤレスダイレクトで無線接続する。そうすることで、ユーザは、画像投影装置
２０に対してＳＳＩＤ及びパスワード等を入力することなく、画像投影装置２０を子機と
し、携帯端末１０を親機として双方をワイヤレスダイレクトによって接続することができ
る。なお、図１において、携帯端末１０と画像投影装置２０との間の破線は、ワイヤレス
ダイレクトによる接続関係を示す。
【００１４】
　図２は、本発明の実施の形態における携帯端末１０のハードウェア構成例を示す図であ
る。図２において、携帯端末１０は、ＣＰＵ１０１、メモリ１０２、補助記憶装置１０３
、タッチパネル１０４、近距離通信装置１０５、無線ＬＡＮ装置１０６及び移動体通信装
置１０７等を有する。
【００１５】
　補助記憶装置１０３は、携帯端末１０にインストールされたプログラム等を記憶する。
メモリ１０２は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置１０３からプログ
ラムを読み出して記憶する。ＣＰＵ１０１は、メモリ１０２に記憶されたプログラムに従
って携帯端末１０に係る機能を実現する。
【００１６】
　タッチパネル１０４は、入力機能と表示機能との双方を備えた電子部品であり、情報の
表示や、ユーザからの入力の受け付け等を行う。タッチパネル１０４は、表示装置１１１
及び入力装置１１２等を含む。
【００１７】
　表示装置１１１は、液晶ディスプレイ等であり、タッチパネル１０４の表示機能を担う
。入力装置１１２は、表示装置１１１に対する接触物の接触を検出するセンサを含む電子
部品である。接触物の接触の検出方式は、静電方式、抵抗膜方式、又は光学方式等、公知
の方式のいずれであってもよい。なお、接触物とは、タッチパネル１０４の接触面（表面
）に接触する物体をいう。斯かる物体の一例として、ユーザの指や専用又は一般のペン等
が挙げられる。
【００１８】
　近距離通信装置１０５は、ＮＦＣ（Near field communication）やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）等の近距離無線通信を行うためのハードウェアである。無線ＬＡＮ装置１０
６は、無線ＬＡＮによる通信を行うためのハードウェアである。移動体通信装置１０７は
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、移動体通信網を利用した通信を行うためのハードウェアである。
【００１９】
　図３は、本発明の実施の形態における画像投影装置２０のハードウェア構成例を示す図
である。図３において、画像投影装置２０は、ＣＰＵ２０１、メモリ２０２、補助記憶装
置２０３、画像投影ユニット２０４、近距離通信装置２０５及び無線ＬＡＮ装置２０６等
を有する。
【００２０】
　補助記憶装置２０３は、携帯端末１０にインストールされたプログラム等を記憶する。
メモリ２０２は、プログラムの起動指示があった場合に、補助記憶装置２０３からプログ
ラムを読み出して記憶する。ＣＰＵ２０１は、メモリ２０２に記憶されたプログラムに従
って画像投影装置２０に係る機能を実現する。
【００２１】
　画像投影ユニット２０４は、例えば、レンズやミラー等の光学部品から構成される光学
ユニットや水銀ランプ等の光源等を含む、画像データを投影して表示させるためのハード
ウェアである。
【００２２】
　近距離通信装置２０５は、ＮＦＣやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無線通
信を行うためのハードウェアである。無線ＬＡＮ装置２０６は、無線ＬＡＮによる通信を
行うためのハードウェアである。
【００２３】
　図４は、本発明の実施の形態における携帯端末１０の機能構成例を示す図である。図４
において、携帯端末１０は、移動体通信部１１、無線ＬＡＮ通信部１２、近距離通信部１
３、近接判定部１４、ワイヤレスダイレクト部１５、表示制御部１６及び画像送信部１７
等を有する。これら各部は、携帯端末１０にインストールされた１以上のプログラムが、
ＣＰＵ１０１に実行させる処理により実現される。
【００２４】
　移動体通信部１１は、移動体通信装置１０７を用いた移動体通信（移動体通信網を介し
た通信）を制御する。無線ＬＡＮ通信部１２は、無線ＬＡＮ装置１０６を用いた無線ＬＡ
Ｎ通信を制御する。近距離通信部１３は、近距離通信装置１０５を用いた近距離無線通信
を制御する。
【００２５】
　近接判定部１４は、近距離通信部１３を用いて、携帯端末１０が他の機器（本実施の形
態では画像投影装置２０）と近接したか否かを判定する。ワイヤレスダイレクト部１５は
、近接判定部１４によって携帯端末１０が画像投影装置２０と近接したと判定された場合
に、携帯端末１０と画像投影装置２０とを、ワイヤレスダイレクトによって一時的に無線
ＬＡＮ接続するための処理を実行する。
【００２６】
　表示制御部１６は、表示装置１１１への画面の表示や、入力装置１１２を介したユーザ
による操作の検知等を行う。画像送信部１７は、携帯端末１０の表示装置１１１に表示さ
れている画面のキャプチャデータ（以下、「画面画像」という。）を、携帯端末１０とワ
イヤレスダイレクトによって接続された画像投影装置２０へ送信するアプリケーションで
ある。
【００２７】
　図５は、本発明の実施の形態における画像投影装置２０の機能構成例を示す図である。
図５において、画像投影装置２０は、無線ＬＡＮ通信部２１、画像受信部２２、画像投影
部２３、近距離通信部２４及びＩＰ通知部２５等を有する。
【００２８】
　無線ＬＡＮ通信部２１は、無線ＬＡＮ装置２０６を用いた無線ＬＡＮ通信を制御する。
画像受信部２２は、無線ＬＡＮ通信部２１を介して無線ＬＡＮ経由で送信されるが画像デ
ータを受信する。本実施の形態において、画像受信部２２は、携帯端末１０の画像送信部



(6) JP 2020-22070 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

１７から送信される画面画像を受信する。
【００２９】
　画像投影部２３は、画像受信部２２によって受信された画像データの投影を、画像投影
ユニット２０４に実行させる。したがって、本実施の形態では、ワイヤレスダイレクトで
接続された携帯端末１０の画面画像が投影される。
【００３０】
　近距離通信部２４は、近距離通信装置２０５を用いた近距離無線通信を制御する。ＩＰ
通知部２５は、ワイヤレスダイレクトで無線ＬＡＮ接続された携帯端末１０の画像送信部
１７に対して、当該無線ＬＡＮ接続において画像投影装置２０に割り当てられたＩＰアド
レスを通知する。
【００３１】
　以下、通信システム１において実行される処理手順について説明する。図６は、携帯端
末１０の画面画像を画像投影装置２０に投影させるための処理手順の一例を説明するため
のシーケンス図である。
【００３２】
　画像投影装置２０の近距離通信部２４は、例えば、画像投影装置２０の起動直後や、ユ
ーザによる所定の操作に応じ、近距離無線通信の電波（ビーコン）の出力を開始する（Ｓ
１０１）。
【００３３】
　一方、携帯端末１０において、例えば、画像送信部１７が表示装置１１１に表示させて
いる画面を介して、画面画像の投影指示がユーザによって入力されると（Ｓ１０２）、ワ
イヤレスダイレクト部１５は、親機としての携帯端末１０のＳＳＩＤを含むブロードキャ
ストの送信を無線ＬＡＮ通信部１２を利用して開始する（Ｓ１０３）。このタイミングに
おいて、画像送信部１７は、例えば、図７に示されるような画面を、携帯端末１０の表示
装置１１１に表示してもよい。
【００３４】
　図７は、携帯端末１０に表示される画面の遷移例を示す図である。ステップＳ１０３の
タイミングでは、図７の（１）に示されるような画面５１１が表示されてもよい。
【００３５】
　続いて、携帯端末１０の近距離通信部１３は、他の機器からの近距離無線通信の電波の
待ち受け（探索）を開始する（Ｓ１０４）。このタイミングにおいて、画像送信部１７は
、例えば、図７の（２）に示されるような画面５１２を、携帯端末１０の表示装置１１１
に表示してもよい。
【００３６】
　その後、携帯端末１０のユーザが、画面５１２の指示に従って携帯端末１０を画像投影
装置２０に接近させると（Ｓ１０５）、携帯端末１０の近距離通信部１３は、画像投影装
置２０の近距離通信部２４からの電波（ビーコン）を受信できるようになる（Ｓ１０６）
。携帯端末１０の近接判定部１４は、近距離通信部１３が当該電波を受信している間、当
該電波の強度に基づいて、携帯端末１０と当該電波の送信元（画像投影装置２０）との間
の距離が、所定の範囲内に近接したか否かを判定する（Ｓ１０７）。当該所定の範囲内に
近接したと判定された場合、ステップＳ１０８以降が実行される。なお、当該所定の範囲
としては、１０ｃｍ等のように、ユーザが意図しないと近接しないような距離が設定され
るのが好適である。そうすることで、当該画像投影装置２０による画像の投影を意図して
いないユーザの携帯端末１０の画面画像が、当該画像投影装置２０によって投影されてし
まうといった事態の発生を回避することができる。
【００３７】
　なお、上記では、携帯端末１０の近距離通信部１３が画像投影装置２０の近距離通信部
２４からの電波を受信する例について説明したが、画像投影装置２０の近距離通信部２４
が、携帯端末１０の近距離通信部１３からの電波（ビーコン）を受信するようにしてもよ
い。この場合、画像投影装置２０は、近接判定部１４に対応する機能部を有し、当該機能
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部が、携帯端末１０が所定の範囲内に近接したか否かを判定し、近接したと判定した場合
に、携帯端末１０の近接判定部１４に対して当該近接を通知するようにしてもよい。この
場合、携帯端末１０は、斯かる通知が受信された場合にステップＳ１０８以降を実行する
。
【００３８】
　ステップＳ１０８において、携帯端末１０の画像送信部１７は、ワイヤレスダイレクト
部１５から接続情報を取得する。
【００３９】
　図８は、接続情報の構成例を示す図である。図８に示されるように、接続情報は、ＳＳ
ＩＤ、パスワード及びＩＰアドレス等を含む。ＳＳＩＤは、親機（アクセスポイント）と
しての携帯端末１０の識別情報である。パスワードは、親機としての携帯端末１０に無線
ＬＡＮ接続するためのパスワードである。ＩＰアドレスは、携帯端末１０のＩＰアドレス
である。
【００４０】
　続いて、画像送信部１７は、近距離通信部１３を利用して、当該接続情報を画像投影装
置２０へ送信する（Ｓ１０９）。このタイミングにおいて、画像送信部１７は、例えば、
図７の（３）に示されるような画面５１３を、携帯端末１０の表示装置１１１に表示して
もよい。
【００４１】
　画像投影装置２０の近距離通信部２４が当該接続情報を受信すると、無線ＬＡＮ通信部
２１は、当該接続情報に基づいて、ワイヤレスダイレクトによって携帯端末１０に接続す
る（Ｓ１１０）。なお、接続方法は、公知の方法と同様である。その結果、画像投影装置
２０と携帯端末１０との間に無線ＬＡＮ（以下、「対象ネットワーク」という。）が構築
される。当該無線ＬＡＮの構築のための一連の手順において、携帯端末１０のワイヤレス
ダイレクト部１５によって画像投影装置２０に対して対象ＬＡＮにおけるＩＰアドレスが
割り当てられ、当該ＩＰアドレスが画像投影装置２０に通知される。
【００４２】
　続いて、画像投影装置２０のＩＰ通知部２５は、無線ＬＡＮ通信部２１を利用して、対
象ネットワークを介して、接続情報に含まれているＩＰアドレス宛である携帯端末１０へ
、画像投影装置２０のＩＰアドレスを送信する（Ｓ１１１）。携帯端末１０の無線ＬＡＮ
通信部１２が当該ＩＰアドレスを受信すると、当該ＩＰアドレスが画像送信部１７へ通知
される。当該ＩＰアドレスの通知に応じて、画像送信部１７は、例えば、図７の（４）に
示されるような画面５１４を、携帯端末１０の表示装置１１１に表示してもよい。
【００４３】
　続いて、画像送信部１７は、無線ＬＡＮ通信部１２を利用して、携帯端末１０の画面画
像を対象ネットワークを介して当該ＩＰアドレス宛（すなわち、画像投影装置２０）に送
信する（Ｓ１１２）。なお、携帯端末１０によって割り当てられるＩＰアドレスが、画像
投影装置２０から携帯端末１０に対して送信されるのは、当該ＩＰアドレスを携帯端末１
０の画像送信部１７へ通知するためである。すなわち、画像送信部１７は、ワイヤレスダ
イレクトでの接続手順に関与しないため、画像送信部１７が、当該ＩＰアドレスを知って
いることが保証されないからである。当該ＩＰアドレスの送信には、近距離無線通信が利
用されてもよい。但し、対象ネットワークを利用して当該ＩＰアドレスが送信されること
により、対象ネットワークの疎通確認を兼ねることができる。
【００４４】
　画像投影装置２０の画像受信部２２が、無線ＬＡＮ通信部２１を利用して当該画面画像
を受信すると、画像投影部２３は、画像投影ユニット２０４を利用して当該画面画像の投
影を開始する（Ｓ１１３）。なお、ステップＳ１１２及びＳ１１３は繰り返し実行される
。その結果、携帯端末１０において表示されている画面が、リアルタイムに投影される。
【００４５】
　この状態において、携帯端末１０は親機である。したがって、携帯端末１０は、画面画
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像を画像投影装置２０へ送信するのと並行して、近距離無線通信を利用して、例えば、ク
ラウドサーバ上に保存されているファイル等をインターネットを介してダウンロードする
ことができる。このような通信は、例えば、テザリング等の公知技術を用いて行うことが
できる。したがって、ユーザが、携帯端末１０に対して当該ファイルを開く操作を行うと
、当該ファイルの内容が画像投影装置２０によって投影される。
【００４６】
　一方、携帯端末１０が子機であり、画像投影装置２０が親機で有った場合において、画
像投影装置２０がインターネットへの接続手段を有していない場合、このような操作性を
実現するのは困難である。すなわち、携帯端末１０は、画像投影装置２０が接続可能でな
いネットワーク（移動体通信網及びインターネット）に接続可能である。斯かる携帯端末
１０が親機となることで、子機に対して当該ネットワークへの接続経路を提供することが
できる。なお、携帯端末１０は、２つの無線ＬＡＮ装置１０６を有してもよい。この場合
、一方の無線ＬＡＮ装置１０６は、ワイヤレスダイレクトにおける親機として機能し、他
方の無線ＬＡＮ装置１０６は、インターネットに接続されたアクセスポイントに対する子
機として機能してもよい。そうすることでも、当該アクセスポイントを介した無線ＬＡＮ
経由によって、携帯端末１０は、画像投影装置２０に対してインターネットへの接続経路
を提供することができる。
【００４７】
　続いて、図９は、携帯端末１０と画像投影装置２０との間の無線ＬＡＮの切断時の処理
手順の一例を説明するためのシーケンス図である。すなわち、図９は、対象ネットワーク
の切断シーケンスを示す。対象ネットワークの切断は、例えば、２つの要因により発生す
る。
【００４８】
　ステップＳ２０１及びＳ２０２は、第１の要因に対応した処理手順である。この場合、
例えば、ユーザによって対象ネットワークの終了指示が携帯端末１０に入力されると、無
線ＬＡＮ通信部１２は、対象ネットワークを終了する（すなわち、対象ネットワークのた
めの電波の出力を停止する。）（Ｓ２０１）。その結果、画像投影装置２０の無線ＬＡＮ
通信部２１は、対象ネットワークを失い、切断処理を実行する（Ｓ２０２）。
【００４９】
　一方、ステップＳ２１１及びＳ２１２は、第２の要因に対応した処理手順である。この
場合、例えば、携帯端末１０の移動により、携帯端末１０と画像投影装置２０との距離が
離れ、画像投影装置２０が対象ネットワークの圏外になると、画像投影装置２０の無線Ｌ
ＡＮ通信部２１は、切断処理を実行する（Ｓ２１１）。続いて、携帯端末１０の無線ＬＡ
Ｎ通信部１２は、画像投影装置２０との接続を失ったことを契機として、対象ネットワー
クを終了する（Ｓ２１２）。
【００５０】
　なお、本実施の形態では、ワイヤレスダイレクトにおける子機が画像投影装置２０であ
る例について説明したが、画像投影装置２０以外の表示装置が子機とされてもよい。例え
ば、電子黒板、無線ＬＡＮ機能を有するディスプレイ等が画像投影装置２０の代わりに利
用されてもよい。
【００５１】
　又は、ＣｈｒｏｍｅｃａｓｔやＦｉｒｅＴＶ等の映像コンテンツ受信機器が、図５の機
能構成を有し（但し、画像投影部は除く）、子機として携帯端末１０との間でワイヤレス
ダイレクトによって接続されてもよい。この場合、これらの映像コンテンツ受信機器に対
してＳＳＩＤ及びパスワードを入力することなく、携帯端末１０と当該映像コンテンツ受
信機器とを無線ＬＡＮで接続することができる。また、携帯端末１０が親機となることで
、携帯端末１０の移動体通信部１１が、インターネットへの接続経路を映像コンテンツ受
信機器に提供することができる。その結果、映像コンテンツ受信機器は、例えば、クラウ
ドサービス等にアクセスすることが可能となる。
【００５２】
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　又は、携帯ゲーム機が、図５の機能構成を有し（但し、画像投影部は除く）、子機とし
て携帯端末１０との間でワイヤレスダイレクトによって接続されてもよい。この場合、携
帯ゲーム機に対してＳＳＩＤ及びパスワードを入力することなく、携帯端末１０と当該携
帯ゲーム機とを無線ＬＡＮで接続することができる。また、携帯端末１０が親機となるこ
とで、携帯端末１０の移動体通信部１１が、インターネットへの接続経路を携帯ゲーム機
に提供することができる。その結果、携帯ゲーム機は、例えば、インターネットを介して
ゲームコンテンツ等にアクセスすることが可能となる。
【００５３】
　又は、ＩｏＴ機器が、図５の機能構成を有し（但し、画像投影部は除く）、子機として
携帯端末１０との間でワイヤレスダイレクトによって接続されてもよい。この場合、Ｉｏ
Ｔ機器に対してＳＳＩＤ及びパスワードを入力することなく、携帯端末１０と当該ＩｏＴ
機器とを無線ＬＡＮで接続することができる。また、携帯端末１０が親機となることで、
携帯端末１０の移動体通信部１１が、インターネットへの接続経路をＩｏＴ機器に提供す
ることができる。その結果、ＩｏＴ機器は、クラウド上のサービスと連携することができ
る。例えば、玄関の扉等に設置されたスマートロックをＩｏＴ機器の一例として説明する
。携帯端末１０には、スマートロックに対応したアプリケーションがインストールされて
おり、当該アプリケーションが、本実施の形態の画像送信部１７の代わりに機能する。当
該アプリケーションは、ユーザによる操作に応じて認証画面を表示装置１１１に表示する
。ユーザが、例えば、ユーザＩＤ及びパスワードを入力すると、当該アプリケーションは
、当該スマートロックに対する鍵データが登録されているクラウドサービスに対して、当
該ユーザＩＤ及びパスワードを送信する。当該クラウドサービスによって当該ユーザＩＤ
及びパスワードに関する認証が成功すると、当該クラウドサービスは、当該鍵データを当
該アプリケーションに送信する。当該アプリケーションは、当該鍵データを、ワイヤレス
ダイレクトでの無線ＬＡＮを介して当該スマートロックへ送信する。当該スマートロック
は、当該鍵データが正しい鍵データであれば、自らを解錠する。
【００５４】
　上述したように、本実施の形態によれば、画像投影装置２０に対してＳＳＩＤ及びパス
ワードを入力することなく、携帯端末１０と画像投影装置２０とを無線ネットワーク（無
線ＬＡＮ）で接続することができる。したがって、機器同士を無線回線で接続するための
操作性を向上させることができる。
【００５５】
　また、インターネット等、子機が接続できないネットワークへの接続性を有する機器で
ある携帯端末１０が親機となることで、親機と子機とが無線ＬＡＮで接続された状態にお
いて、親機が当該ネットワークに接続したり、親機が子機に対して当該ネットワークへの
接続経路を提供したりすることができる。
【００５６】
　なお、上記で説明した実施形態の各機能は、一又は複数の処理回路によって実現するこ
とが可能である。ここで、本明細書における「処理回路」とは、電子回路により実装され
るプロセッサのようにソフトウェアによって各機能を実行するようプログラミングされた
プロセッサや、上記で説明した各機能を実行するよう設計されたASIC(Application Speci
fic Integrated Circuit)、DSP（digital signal processor）、FPGA（field programmab
le gate array）や従来の回路モジュール等のデバイスを含むものとする。
【００５７】
　なお、本実施の形態において、画像投影装置２０は、機器の一例である。近接判定部１
４は、判定部の一例である。近距離通信部１３は、第１の送信部又は送信部の一例である
。移動体通信部１１は、通信制御部の一例である。無線ＬＡＮ通信部１２は、第２の送信
部の一例である。
【００５８】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが、本発明は斯かる特定の実施形態に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々
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【符号の説明】
【００５９】
１　　　　　　通信システム
１０　　　　　携帯端末
１１　　　　　移動体通信部
１２　　　　　無線ＬＡＮ通信部
１３　　　　　近距離通信部
１４　　　　　近接判定部
１５　　　　　ワイヤレスダイレクト部
１６　　　　　表示制御部
１７　　　　　画像送信部
２０　　　　　画像投影装置
２１　　　　　無線ＬＡＮ通信部
２２　　　　　画像受信部
２３　　　　　画像投影部
２４　　　　　近距離通信部
２５　　　　　ＩＰ通知部
１０１　　　　ＣＰＵ
１０２　　　　メモリ
１０３　　　　補助記憶装置
１０４　　　　タッチパネル
１０５　　　　近距離通信装置
１０６　　　　無線ＬＡＮ装置
１０７　　　　移動体通信装置
１１１　　　　表示装置
１１２　　　　入力装置
２０１　　　　ＣＰＵ
２０２　　　　メモリ
２０３　　　　補助記憶装置
２０４　　　　画像投影ユニット
２０５　　　　近距離通信装置
２０６　　　　無線ＬＡＮ装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【００６０】
【特許文献１】特表２０１７－５１６４３３号公報
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